
緊急事態宣⾔発令に伴う、消防法に基づく消防⽤設備等点検結果報告及び防⽕対象物点検
結果報告の延⻑について

延⻑される期間
法令に定める点検⼜は報告の期間に、「３か⽉」及び「緊急事態宣⾔の期間の開始の⽇から終了の⽇までの⽇数」

を加えた期間が延⻑される期間となります。

緊急事態宣⾔期間 ３か⽉

令和３年１月８日

法令に定める本来の期間

この間に、点検又は報告の期間を迎える
防火対象物が延長の対象です。

（例１）１月３１日まで

（例２）４月１日まで

３月２１日 ６月２０日


